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渡航手続代行契約条件書 

社名： 株式会社スリーウィンズ 

お申し込みの際は必ずこの条件書をお読みください。 

 

第 1 章 渡航手続代行契約 

1. 株式会社スリーウィンズ（以下「当社」といいます）は、

当社の受注型企画旅行契約、若しくは手配旅行契約

を締結されたお客様、または当社が受託している他

の旅行業者の募集型企両旅行について当社が代理

して契約を締結したお客様と、渡航手続代行契約を

締結します。 

2. 当社らはお客様の委託により、当社ら所定の渡航手

続代行料金を申し受け、以下の書類作成、およびこ

れらに関する業務を行うことを引き受けます。 
・ 出入国記録証（Ｅ／Ｄカード）の作成 

・ 旅券申請書類の作成 

・ 査証申請書の作成と申請代行 

3. 本条件書に定めのない事項は当社ら旅行業約款（渡

航手続代行契約の部）によります。 

 

第 2 章 お申し込み 

1. 当社の所定の申込書にご記入のうえ、お申し込みい

ただきます。また、契約は当社が承諾し、申込書を受

理したときに成立するものとします。 

2. 当社は電話等の通信手段によるお申し込みをお受け

する場合があります。この場合、契約は当社らが契約

の締結を受諾した時に成立します。 

3. 当社らは業務上の都合により、お申し込みをお断わり

する場合があります。 

 

第 3 章 書類の提出 

お客様は当社が定める期日までに必要な書類、資料等

を当社にご提出ください。 

 

第 4 章 渡航手続代行料等のお支払い 

1. 次の料金を当社の所定の期日までにお支払いくださ

い。 

2. 当社所定の渡航手続代行料金。 

3. 日本の官公署、在目公館等に支払う手数料、査証料、

特定の手続き代行業者に支払う委託料その他の料

金。 

4. 郵送実費、交通実費、その他の費用が生じた時の当

該費用。 

 

第 5 章 契約の解除 

1 お客様の解除権 

お客様はいつでも契約を解除することができます。 

2 当社の解除権 

・ 次の各々に該当する場合、当社は渡航手続きの

代行契約を解除することがあります。 

・ お客様と当社が受託する他の旅行業者との旅行

契約が解除されたとき 

・ お客様が所定の期日までに渡航手続き書類を提

出されないとき 

・ 当社が、お客様が提出された渡航手続き書類に

不備があると認めたとき 

・ お客様が第４項に規定する料金を期日までに支

払われないとき 

・ 当社の責に帰すべき理由によらず、お客様が旅

券、査証、再入国許可または各種証明書を取得

できないか、その可能性が極めて大きいと当社ら

が認めるとき 

3 当社は本項 1、2 により契約が解除されたときは、目

本の官公署、在目公館等に既に支払った手数料、査

証料、審査および特定の手続代行業者に支払った委

託料と当らが既におこなった業務に係わる手続代行

料金を申し受けます。 

 

第 6 章 当社の責任 

1. 当社らは本契約の履行に当たって、当社らの故意ま

たは過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様

が被られた損害を補償いたします。ただし、損害発生

の翌日から起算して６ヶ月以内に当社らに対して通知

があった場合に限ります。 

2. 当社らは、本契約により、お客様が旅券等を取得でき

ることや、関係国への出入国を許可されることを保証

するものではありません。従って、当社らの責に帰す

べき理由によらず、お客様が旅券等を取得できなか

ったり、関係国への出入国を許可されなかったりして

も、当社らはその責任を負いません。 
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第 7 章 渡航手続代行料金 

出入国記録書類の作成・旅券取得書類等の作成・査証取

得書類等の作成とは別に下記の料金を申し受けます。 

※ 旅券印紙代、当該国の支払う査証料、審査料等。 

※ 査証、招聘状等の取得手続き等特定の手続き代行業

者に委託しなければならないときはその委託料。 

※ 査証申請をすべき領事館等が遠隔地の場合、交通費

および郵送実費。 

※ 査証の手続きについてはすべて１カ国についての料

金となります。 

※ お客様ご自身で手続きをされた場合料金は不要で

す。 

第 8 章 個人情報のお取り扱いについて 

本契約の履行に際しお客様より当社が得るお客様の個人

情報は、お客様との連絡のほか当該申請先である日本の

官公署､在日公館および特定の手続代行業者に対し、本

サービス受領の為の手続に必要な範囲内で利用させてい

ただくことを基本とします。その他の運用等の詳細につき

ましては、当社のカウンターまたは当社担当者にお問い合

わせ下さい。又、当社の個人情報保護方針及び個人情報

のお取り扱いについては当社ホームページ 

http://www.cruiseandisland.com ）をご参照下さい。 

 
 
 

 
 

 


